
定
額
給
付
金
の
給
付
を
装
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報

の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
内
容
等
に
不
明
な
点
が
あ
っ
た

場
合
は
、
町
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀

行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払

機
）
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
や
、

給
付
の
た
め
の
手
数
料
な
ど
の
振
り
込

み
を
求
め
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

も
し
、
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き

た
場
合
は
、
す
ぐ
に
町
総
務
課
ま
た
は

最
寄
り
の
警
察
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

国
の
経
済
対
策
と
し
て
、
定

額
給
付
金
を
交
付
す
る
た
め
に

必
要
な
法
律
案
が
３
月
４
日
に

国
会
で
可
決
、
成
立
し
ま
し
た
。

本
町
で
の
定
額
給
付
金
受
給
の

手
続
き
は
、
原
則
と
し
て
郵
送

申
請
で
口
座
振
込
と
な
り
ま
す

の
で
、
役
場
窓
口
で
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
口
座
を
お
持
ち
で
な

い
な
ど
特
別
な
理
由
に
よ
り
郵

送
申
請
に
よ
る
口
座
振
込
に
支

障
が
あ
る
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

平
成
21
年
４
月
13
日
�
〜
10

月
13
日
�

原
則
と
し
て
、
平
成
21
年
２

月
１
日
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
が
、
本
町
で
の
給
付
対
象

者
と
な
り
ま
す
。

①
本
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
方

②
２
月
１
日
現
在
の
国
内
在
住
者

で
、
各
市
町
村
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
方
の

う
ち
、
２
月
２
日
以
降
に
初
め

て
当
町
に
記
録
さ
れ
た
方

※
２
月
１
日
に
他
市
町
村
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

は
該
当
市
町
村
に
お
問
合
せ
を
。

③
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
（
不
法
滞
在
者
・
短

期
滞
在
者
を
除
く
）

定
額
給
付
金
の
申
請
を
行
い
、

給
付
を
受
け
る
の
は
、
原
則
と
し

て
２
月
１
日
現
在
で
の
世
帯
主
と

な
り
ま
す
。
給
付
額
は
次
の
と
お

り
で
す
。

�
65
歳
以
上
（
昭
和
19
年
２
月
２

日
以
前
生
）、
18
歳
以
下
（
平
成

２
年
２
月
２
日
以
降
生
）
の
方

�
１
人
当
た
り
２
万
円

②
そ
の
ほ
か
の
方

�
１
人
当
た
り
１
万
２
千
円

２
月
１
日
以
降
に
世
帯
主
が
亡

く
な
ら
れ
た
場
合
は
、
新
た
に
当

該
世
帯
の
世
帯
主
と
な
っ
た
方
が

申
請
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
世
帯
の
分
離
を
行
っ
た
場

合
等
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、

２
月
１
日
現
在
に
当
該
世
帯
の
世

帯
構
成
者
だ
っ
た
方
の
う
ち
か
ら

選
ば
れ
た
方
が
、
申
請
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。
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定
額
給
付
金
は
景
気
が
後
退
す
る
中
、
住
民
の
皆
さ
ま
へ
の
生
活
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
経
済

対
策
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で
す
。
本
町
で
の
定
額
給
付
金
受
給
の
手
続
き
は
、
原
則
と
し
て

郵
送
申
請
で
口
座
振
込
と
な
り
ま
す
。

世
帯
主
に
代
わ
っ
て
申
請
等
が

行
え
る
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
と
な
り
ま
す
。

①
そ
の
世
帯
主
の
方
と
同
じ
世
帯

の
世
帯
構
成
者

②
２
月
１
日
現
在
で
世
帯
主
の
方

と
同
一
の
場
所
を
居
住
地
と
し
、

か
つ
生
計
を
と
も
に
さ
れ
て
い

た
外
国
人
の
方

③
世
帯
主
の
法
定
代
理
人
（
親
権

者
・
未
成
年
後
見
人
・
成
年
後

見
人
・
代
理
権
付
与
の
審
判
が

な
さ
れ
た
保
佐
人
お
よ
び
代
理

権
付
与
の
審
判
が
な
さ
れ
た
補

世
帯
主
が
亡
く

な
ら
れ
た
場
合

代
理
に
よ
る
申
請

※通帳（キャッシュカード）のコピーは、記入ミスなどによる振込エ
ラーを避けるため、返信用封筒に同封されることをおすすめします。
※本人確認書類のコピーは、世帯主本人が申請し、本人またはその世
帯構成者の口座以外の口座へ振り込む場合と、代理人が申請し、世
帯主本人の口座以外の口座へ振り込む場合に必要です。その場合、
世帯主と口座名義人の運転免許証・健康保険証などのコピーを返信
用封筒に同封してください。

気をつけて!!

妊
婦
健
診
の
公
費
負
担
が
５
回
か
ら
14
回
に

増
え
ま
し
た
。
す
で
に
受
診
票
を
交
付
さ
れ
て

い
る
方
に
追
加
の
受
診
票
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
に
妊
婦
一

般
健
康
診
査
受
診
票
（
別
冊
１
ま
た
は
転
入
者

用
妊
婦
一
般
健
康
診
査
受
診
票
）
の
交
付
を
受

け
、
４
月
以
降
妊
婦
健
康
診
査
を
受
け
る
予
定

の
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
妊
婦

▼
持
ち
物
＝
母
子
手
帳
、
妊
婦
一
般
健
康
診
査

受
診
票
（
別
冊
１
ま
た
は
転
入
者
用
妊
婦
一
般

健
康
診
査
受
診
票
）、
は
が
き
ま
た
は
引
換
券

▼
受
取
日
時
＝
�
�
祝
祭
日
を
除
く
８
時
30
分

〜
17
時
15
分
　

▼
受
取
場
所
＝
町
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
介
護
課

窓
口健

康
介
護
課
健
康
指
導
班

�
�
８
３
２
１

申
請
受
付
期
間

申
請
・
受
給
者
と
給
付
額

給
付
対
象
者

助
人
）
の
方

総
務
課
行
政
班

�
�
１
７
６
０

申
　
問�

・�

問�

幼
児
教
育
期
の
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
多
子
世
帯
に
、

子
育
て
応
援
特
別
手
当
を
支
給

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
厳
し
い
経

済
情
勢
の
中
、
多
子
世
帯
の
子

育
て
負
担
に
配
慮
す
る
た
め
、

平
成
20
年
度
の
緊
急
措
置
と
し

て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

手
当
て
を
受
給
す
る
た
め
に

は
、
必
ず
申
請
が
必
要
で
す
。

該
当
者
に
は
書
類
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て

を
満
た
す
世
帯

①
平
成
21
年
２
月
１
日
現
在
、

町
に
住
所
を
有
す
る

②
平
成
2
年
4
月
2
日
か
ら
平

成
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
お

子
さ
ん
が
２
人
以
上
い
る

③
第
２
子
以
降
の
お
子
さ
ん
が

平
成
14
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
で
あ
る

▼
支
給
額
＝
③
に
該
当
す
る
お

子
さ
ん
一
人
に
つ
き
３
万
６
千

円※
口
座
振
込
に
よ
る
支
給

▼
申
請
期
限
＝
９
月
25
日
�

社
会
福
祉
児
童
課
児
童

福
祉
班

�
�
０
３
３
１

妊婦健診の公費負担が5回から14回に

申
　
問�

・�


